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一 

右
に
関
し
、

籍
の
事
務
は
、
市
町
村
長
が
管
掌
し
、

籍
法
に
よ
り
納
め
る
手
数
料
は
こ
れ
を
市
町
村
の
收
入
と
す

る
こ
と
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
市
町
村
長
の
権
限
で
免
除
し
て
差
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
が
如
何
。 

一 

戰
傷
病
者
戰
沒
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
、
年
金
の
受
給
申
請
上
必
要
な

籍
の
謄
本
及
び
抄
本
の
手
数
料 

は
、
法
の
主
意
か
ら
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。 
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